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本ガイドの位置づけ 

 

本ガイドライン（以下「本ガイド」）は、従前より(一社)原子力安全推進協会(以下、

JANSI)が策定・管理してきた「PWR 炉内構造物等点検評価ガイドライン[原子炉容器蓋用

管台サーマルスリーブ]（第 1 版）」（以下「従来のガイド」）を原文のまま原子力エネルギ

ー協議会（以下、ATENA）の管理体制下で引き継いで使用するものである。本ガイドの内

容については、ATENA 炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会を経て改訂が決定される

までの間、変更は行わない。 

 

運用時期 

本ガイドの運用開始日は 2026 年 4 月とする。 

 

運用上の注意 

1. 本ガイドは従来のガイドを踏襲したものであり、運用上の変更はない。 

2. ATENA は必要に応じで、炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会を経て改訂し

ますが、その場合は別途改訂履歴を明示する。 

 

本ガイドラインの情報等の取扱いについては，以下のとおりとする。  

（免責） 

ATENA、ATENA 従業員、会員、支援組織等本書の作成に関わる関係者（「ATENA 関係

者」）は、本書の内容について、明示黙示を問わず、情報の完全性及び第三者の知的財産権

の非侵害を含め、一切保証しない。ATENA 関係者は、本書の使用により使用者その他の

第三者に生じた一切の損失、損害及び費用についてその責任を負わない。使用者は、自己

の責任において本書を使用するものとする。 

（権利帰属） 

本書の著作権その他の知的財産権（「本件知的財産権」）は、ATENA に帰属する。本件

知的財産権は，本書の使用者に移転せず、また、ATENA の承諾がない限り、本書の使用者

には本件知的財産権に関する何らの権利も付与されない。 

 

2026 年 4 月 

原子力エネルギー協議会 
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はじめに 

我が国の原子力発電所では，安全・安定運転を確保するため，炉内構造物等の健全性を確認あるいは

保証することが，重要な課題となっています。本ガイドラインは，このような重要性に鑑み，損傷発生

の可能性のある構造物について，点検・評価・補修等に関する要領を提案するものです。 

2000 年に（社）火力原子力発電技術協会に発足した「炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会」

は，2007 年より日本原子力技術協会に継承され，さらに2012 年11 月の日本原子力技術協会の改組に

伴い，炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会は，原子力安全推進協会に発展的に継承され，活動を

継続しています。また，検討会での審議を経て制定する「炉内構造物等点検評価ガイドライン」は，関

係者の利便性向上を図るため，関連情報と併せ協会ホームページより公開しています。 

本ガイドラインの策定にあたっては，常に最新知見を取り入れ，見直しを行っていくことを基本方針

としています。この方針に則り，現行版の発行後も最新知見の調査および収集に努めることといたしま

す。検討会では，点検評価ガイドライン（個別及び一般）の改訂審議の都度，国内外の運転実績に関す

る情報活用と，点検評価手法の在り方について議論を重ねており，その成果をガイドラインのなかに反

映しつつあります。今後も継続的な改善提案に取り組み，より効果的な保全活動への合理的な資源配分

を目指すことも検討課題といたします。 

原子力発電の位置づけは地球温暖化防止のためにも重要であり，その具体化施策として原子力発電所

の長期的な安全・安定運転への期待は高まりつつあります。本ガイドラインが原子力産業界で活用され，

原子力発電所の安全・安定運転の一助になることを期待しております。 

最後に，本ガイドラインの制定にあたり，絶大なご助言を賜りました学識経験者，電力会社，メーカ

の方々等，関係各位に深く感謝いたします。 

2023年12月 

炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会 

委 員 長  望月 正人 
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ガイドラインの責任範囲 

このガイドラインは，原子力安全推進協会に設置された炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会に

おいて，専門知識と関心を持つ委員と参加者による審議を経て制定されたものである。 

原子力安全推進協会はガイドライン記載内容に対する説明責任を有するが，ガイドラインを使用する

ことによって生じる問題に対して一切の責任を持たない。またガイドラインに従って行われた点検，評

価，補修等の行為を承認・保証するものではない。 

従って本ガイドラインの使用者は，本ガイドラインに関連した活動の結果発生する問題や第三者の知

的財産権の侵害に対し補償する責任が使用者にあることを認識して，このガイドラインを使用する責任

を持つ。 
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第 1 章 目的及び適用 

1.1 目的 

本ガイドラインは，加圧水型原子力発電所（以後，PWR と称す）に使用される原子炉

容器蓋用管台サーマルスリーブ(以後，サーマルスリーブと称す)について，想定される

経年劣化事象に対する合理的な点検，評価の方法を示すことにより，原子力発電所の安

全及び安定運転を維持することを目的とする(解説 1-1)。 

 

1.2 適用 

1.2.1 適用範囲 

本ガイドラインは，PWR のサーマルスリーブに適用する(解説 1-2)。 

 

1.2.2 適用時期 

本ガイドラインの適用時期は，商業運転開始後の PWR の供用期間中とする。 

 

1.3 用語の定義 

ルースパーツ： 機器や装置から脱落した部品をいう。 

フランジ摩耗： サーマルスリーブフランジ部の摩耗をいう。 

内面摩耗： サーマルスリーブの内面の摩耗をいう。 

外面摩耗： サーマルスリーブの外面の摩耗をいう。 

サーマルスリーブ下降量： サーマルスリーブ口金下端位置がフランジ摩耗及び蓋

用管台の摩耗により初期状態の位置から下方向に移動

した距離をいう。 

管理下降量： サーマルスリーブフランジ部が破断する際のサーマル

スリーブ下降量から定めた管理基準をいう。 

摩耗比率： サーマルスリーブフランジ部と蓋用管台との間の摩耗

体積比率をいう。 

摩耗深さ： 内面摩耗及び外面摩耗について，摩耗により減肉した部

位の水平方向長さをいう。 

許容摩耗深さ： 内面摩耗及び外面摩耗について，強度評価によりサーマ

ルスリーブが破断する際の摩耗深さをいう。 
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第 2 章 基本的考え方 

(1) 本ガイドラインにおいて，最も重要で基本的な事項は，「原子炉の安全性確保」とす

る。 

 

(2) サーマルスリーブは，蓋用管台内に存在し，制御棒駆動軸の案内，炉内の 1次冷却材

流れに対する制御棒駆動軸の保護，蓋用管台に対する熱遮蔽(蓋用管台内への 1次冷

却材流入抑制，熱応力緩和)の機能を有する(解説 2-1)。 

 

(3) サーマルスリーブは，炉内の 1次冷却材流れにより流動振動し，周辺機器と衝突，接

触，摺動することで摩耗が生じる。摩耗進行によりサーマルスリーブフランジ部が

徐々に減肉し，1次冷却材等による荷重を受けてサーマルスリーブフランジ部が破断

し，ルースパーツ化した場合，制御棒駆動軸の挿入/引抜動作を阻害する可能性があ

る。そのため，本ガイドラインでは，サーマルスリーブの機能に影響を与える可能性

のある経年劣化事象として，サーマルスリーブフランジ部の摩耗（以後，フランジ摩

耗と称す）を想定し（解説 2-2)，サーマルスリーブの破断防止及び機能維持を目的

に，サーマルスリーブの点検，評価，及び予防保全の指針を示す（解説 2-3）。 

 

(4) フランジ摩耗によってサーマルスリーブフランジ部が破断する前に適切な対策を行

うため，点検により摩耗量（体積）を継続的に監視する。点検時期は，最新の点検結

果を基に予測したサーマルスリーブ下降量が，サーマルスリーブフランジ部が破断

するサーマルスリーブ下降量から定めた管理基準（管理下降量）に達すると予測され

る時期までに設定する。 

 

(5) サーマルスリーブフランジ部が流動振動する際のワークレート（サーマルスリーブ

フランジ部が蓋用管台と接触しながら振動する際の荷重×滑り距離（単位時間当た

り））は，サーマルスリーブに作用する流体力に依存し，流体力はスプレイノズルか

ら噴出する 1次冷却材流れの流量（以後，頂部バイパス流量と称す）に依存する。こ

のため，頂部バイパス流量に応じてプラントをグループ化したうえで，グループ毎に

フランジ摩耗を管理する(解説 2-4)。 
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第 3 章 点検及び評価 

3.1 点検対象 

点検対象は，サーマルスリーブフランジ部とし，サーマルスリーブ下降量を計測する。

点検対象本数は，サーマルスリーブ全数とする。ただし，サーマルスリーブ下降量の点

検データが蓄積され，フランジ摩耗の進行傾向が予測可能と判断される場合は，摩耗進

行程度が大きいサーマルスリーブを含む部分点検とすることができる。 

 

3.2 点検方法 

点検方法は，蓋用管台下端からサーマルスリーブ口金下端までの寸法を計測し，サー

マルスリーブ下降量を特定できる方法とする(解説 3-1)。 

 

3.3 点検時期 

3.3.1 点検開始時期 

点検開始時期は，各プラントで定期検査計画等を考慮して適宜設定する（解説 3-2）。 

 

3.3.2 点検周期 

次回点検は，最新の点検結果を反映した摩耗進行予測（解説 3-3）で管理下降量に達

すると予測される時期までに行う（解説 3-4，解説 3-5）。 

 

3.4  評価 

(1) 点検の結果，次回点検までの摩耗進行予測が管理下降量以下になるように点検周期

を設定できる場合は，次回点検まで継続使用できる。 

 

(2) 前（1）項が満足されない場合は，試験的手法又は解析等の詳細評価を行い，次回点

検までサーマルスリーブの機能が維持できることを示す，若しくは当該サーマルス

リーブの取替え又は予防保全を実施しなければならない。なお，取替えたサーマルス

リーブは取替え後の仕様に基づく摩耗進行予測を行う。 
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第 4 章 予防保全及び取替え 

サーマルスリーブの点検，評価及び予防保全のフローを図 4-1 に示す。2 回目以降の

点検を実施する代わりに，摩耗進行が管理下降量に達する前に，以下の予防保全又は取

替えを実施する。 

 

(1)予防保全 

サーマルスリーブを蓋用管台に対して固定し，摩耗進行を防止する(解説 4-1)。 

 

(2)取替え 

サーマルスリーブ単体若しくは周辺機器を含めた取替え又はサーマルスリーブを含

めた原子炉容器上蓋の取替えを実施する。取替え後の点検周期は，取替え後のサーマル

スリーブの仕様に基づいて定める。なお，取替え後の点検周期は取替えまでに要した期

間が経過するまでに定めればよい（解説 4-2）。 
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*：予防保全又は取替えを選択することも可能 

 

 

図 4-1 サーマルスリーブの点検，評価及び予防保全のフロー 

 

 

初回点検実施 

Yes* 

 詳細評価で次回点検まで 

機能維持可能か? 

次回点検までに 

管理下降量を超えない 

点検周期設定 

可能か? 

 

摩耗進行予測 

点検 

管理下降量の設定 

No* 

Yes* 

No 

予防保全又は取替え 
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解説 1-1 ガイドライン制定の目的 

本ガイドラインは，サーマルスリーブの経年劣化事象が，サーマルスリーブの機能や

原子力発電所の安全・安定運転に及ぼす影響を適切に考慮したうえで，点検・評価の方法

を示し，原子力発電所の安全及び安定運転を維持することを目的とする。 

 

解説 1-2 サーマルスリーブの選定理由と適用プラント 

サーマルスリーブは，炉内の 1 次冷却材流れによる流動振動によって摩耗が生じ，破

断してルースパーツ化することで，制御棒駆動軸の挿入/引抜動作を阻害する可能性があ

るため，摩耗の有無及び進行状況を適切な周期で把握し，予防保全又は取替えを実施す

る必要がある(付録 A)。 

このため，本ガイドラインは，サーマルスリーブの摩耗事象を対象に，点検方法，点

検時期，予防保全等を定めている。 

なお，本ガイドラインの適用プラントは，美浜 3 号機，高浜 1，2，3，4 号機，大飯

3，4 号機，伊方 3号機，玄海 3，4 号機，川内 1，2 号機，敦賀 2 号機，泊 1，2，3 号

機である。 
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解説 2-1 サーマルスリーブの機能 

サーマルスリーブの構造を図 2-1-1 に示す。サーマルスリーブは，中空円筒の一般部，

サーマルスリーブフランジ部，振れ止め金具及びサーマルスリーブ口金で構成される。

サーマルスリーブフランジ部が蓋用管台に設置されることで自重を支持しており，位置

決め，振動抑制のために中間部に振れ止め金具が設けられている。サーマルスリーブの

材質は，SUS304 である。 

サーマルスリーブは，以下の機能を有する。 

 

 制御棒駆動軸の案内 

定期検査時の原子炉容器上蓋を復旧する際に，炉内に存在している制御棒駆動

軸を蓋用管台及び制御棒駆動装置（以後，CRDM と称す）ラッチアセンブリ内部に

案内する。 

 

 炉内の 1次冷却材流れに対する制御棒駆動軸の保護 

炉内の 1次冷却材流れが直接制御棒駆動軸に作用しないように保護する。 

 

 蓋用管台に対する熱遮蔽（蓋用管台内への 1次冷却材流入抑制，熱応力緩和） 

蓋用管台内側の流路を閉塞することで，蓋用管台への高温の 1 次冷却材の流入

量を制限している。これにより，CRDM 上部からの放熱量を低減でき，CRDM コイル

や CRDM 関連計装品の劣化を防止する。また，1 次冷却材が直接蓋用管台の溶接部

に作用しないように保護し，過大な熱応力の発生を抑制する。 
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図 2-1-1 サーマルスリーブの構造 
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解説 2-2 サーマルスリーブに想定される経年劣化事象 

サーマルスリーブが設置されている頂部プレナム内では，スプレイノズルから噴出す

る 1次冷却材流れ（以後，頂部バイパス流と称す）が存在し，頂部バイパス流がサーマル

スリーブに作用することで流動振動し，周辺機器と衝突，接触，摺動することで摩耗が生

じることが知られている。このため，本ガイドラインでは，サーマルスリーブの経年劣化

事象として，フランジ摩耗，外面摩耗及び内面摩耗の中で摩耗寿命が短い，フランジ摩耗

を想定する（付録 B）。 

 

解説 2-3 サーマルスリーブの機能維持 

本ガイドラインは，サーマルスリーブの機能維持のために，サーマルスリーブフラン

ジ部が摩耗した場合に，サーマルスリーブフランジ部の破断を防止するような点検，評

価，及び予防保全の指針を示す(付録 C，D)。 

 

解説 2-4 プラントのグループ化 

プラント間でサーマルスリーブフランジ部の構造に大きな差はないため，摩耗量の観

点でグループ化する。 

摩耗量推定に係る一般式(Archard の式[1])を以下に示す。 

 

[摩耗量]＝[比摩耗量]×[押し付け力]×[摺動距離] 

＝[比摩耗量]×[押し付け力]×[摺動速度]×[時間] 

＝[比摩耗量]×[ワークレート]×[時間] 

 

Archard の式をベースとした上記の式によると，「摩耗量」は「比摩耗量（単位ワーク

レートあたりの摩耗量）」，「ワークレート」，「時間」に比例する。各プラントの「ワーク

レート」は「流体力」に依存する。「比摩耗量」は，サーマルスリーブと蓋用管台の材料

の組み合わせが同じであるため，すべてのプラントで同等であると想定すると，「摩耗量」

は「流体力」に依存する。「流体力」は頂部バイパス流量に依存することから，頂部バイ

パス流量に応じてプラントをグループ化したうえで，グループ毎にフランジ摩耗を管理

する(付録 E)。 
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解説 3-1 点検方法 

点検方法は，蓋用管台下端からサーマルスリーブ口金下端までの寸法計測によるサー

マルスリーブ下降量の確認とする（付録 F）。 

 

解説 3-2 点検開始時期 

各プラントにおける定期検査計画等を考慮して適宜初回点検を実施しサーマルスリー

ブ下降量の点検データを採取する。なお，同一グループ内の他プラントの点検結果があ

る場合は，そのプラントの初回点検結果から設定される 2 回目の点検時期を目途に，定

期検査計画等を考慮して初回点検を行う(付録 E，I)。 

 

解説 3-3 摩耗進行予測 

サーマルスリーブの摩耗進行予測とは，サーマルスリーブ下降量の増加傾向を予測す

ることをいう。サーマルスリーブの摩耗は Archard の式に則り，単位時間当たりの摩耗

量一定として進行するものとする（付録 G）。 

 

解説 3-4 点検周期 

サーマルスリーブは全数とも機能を維持することが必要であるため，最も摩耗進行が

早いサーマルスリーブに対して摩耗進行予測を行い，当該プラントの点検周期を決定す

る。なお，同一グループ内で明らかに摩耗進行が先行していると判断されるプラントが

ある場合は，その先行プラントの点検をもって代行することができ，先行プラントの次

回点検時期を目途に，当該プラントの定期検査計画等を考慮して点検周期を決定するこ

とができる（付録 H，I）。 

 

解説 3-5 摩耗進行予測，点検周期等の見直し 

プラントグループ毎にサーマルスリーブ下降量の点検データを蓄積した摩耗進行傾向

が，本ガイドラインで設定した摩耗進行予測と異なると判断された場合は，点検結果に

従い，ガイドラインに規定されている摩耗進行予測，点検周期，管理下降量，グループ化

等を見直すことができる。 
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解説 4-1 サーマルスリーブに対する予防保全 

サーマルスリーブフランジ部の摩耗進行が確認された，若しくは摩耗進行が予測され

るサーマルスリーブを蓋用管台に対して固定し，フランジ摩耗の進行を防止する。 

 

解説 4-2 サーマルスリーブの取替え 

摩耗進行が予測されるサーマルスリーブ単体若しくは周辺機器を含めた取替え又は

サーマルスリーブを含めた原子炉容器上蓋の取替えを実施した場合，取替え後の点検周

期，摩耗進行予測，グループ化等は取替え後のサーマルスリーブの仕様に基づいて定め

る。 

取替え後のサーマルスリーブの摩耗進行傾向が取替え前のものと同等以下の場合は，

取替えまでに要した期間はその機能を維持できること，及びその間に他プラントの点検

実績等の反映により摩耗進行予測の精緻化を図ることが可能であると考えられるため，

取替えまでに要した期間が経過するまでに点検周期を定めればよい。 

なお，単体取替えの場合，取替えたサーマルスリーブ以外の点検周期は，取替えたサ

ーマルスリーブの次に摩耗が進行しているサーマルスリーブの摩耗進行予測に基づい

て定める。 

また，点検実績等から得られる知見により取替えの他に適切な保全方法があればその

方法を実施でき，技術的根拠を示すことができる場合は摩耗進行予測を見直すことがで

きる。 

 



A-1 

付録 A サーマルスリーブの摩耗事象について 

サーマルスリーブは図 A-1 に示すように，蓋用管台に設置されている。サーマルスリーブ

が設置されている頂部プレナム内では頂部バイパス流が存在し，サーマルスリーブは蓋用

管台に固定されていないことから，頂部バイパス流がサーマルスリーブに作用することで

流動振動し，周辺機器と衝突，接触，摺動することにより摩耗が生じる。 

サーマルスリーブの摩耗箇所は主に 3か所あり，それぞれ，フランジ摩耗，外面摩耗及び

内面摩耗と分類している。摩耗の進行イメージを図 A-2，図 A-3 及び図 A-4 に示す。 

国内プラントではサーマルスリーブの損傷事例は確認されていないが，海外プラントで

は，内面摩耗及びフランジ摩耗によるサーマルスリーブの損傷事例[2]が確認されている。ま

た，外面摩耗についても損傷には至っていないものの有意な摩耗が確認されている。 

フランジ摩耗については，図 A-5 に示すようにサーマルスリーブフランジ部が破断し，ル

ースパーツ化することで，サーマルスリーブ内を通る制御棒駆動軸と干渉して，制御棒挿入

不可となった事例[3]がある。海外におけるサーマルスリーブの損傷は，頂部バイパス流量の

大きいプラントで生じている。 

 

 

図 A-1 サーマルスリーブの構造と頂部プレナム内の流動環境 
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図 A-2 フランジ摩耗の進行イメージ  

最小厚さ位置 

最小厚さ位置 
最小厚さ位置 
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図 A-3 外面摩耗の進行イメージ 

 

 
図 A-4 内面摩耗の進行イメージ 

 

 

図 A-5 サーマルスリーブフランジ部の破断イメージ 

 

最小厚さ位置 最小厚さ位置 

最小厚さ位置 最小厚さ位置
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付録 B 評価対象の選定 

実機プラント（標準型 4ループプラント）に対して実施したフランジ摩耗，内面摩耗及び

外面摩耗の計測結果をもとに作成した摩耗進行予測曲線を図 B-1，図 B-2 及び図 B-3 に示す

（摩耗進行予測曲線の考え方は付録 G参照）。図中に赤文字で示した摩耗深さ及びサーマル

スリーブ下降量は，運転時間 13.5EFPY 時点での実機計測結果である。また，許容摩耗深さ

（内面摩耗及び外面摩耗について，強度評価によりサーマルスリーブが破断する際の摩耗

深さ）及び管理下降量（サーマルスリーブ下降量の管理基準値）を青文字で示す（付録 D）。 

サーマルスリーブの内面摩耗，外面摩耗及びフランジ摩耗は，摩耗部位が異なるが，いず

れも炉内の 1 次冷却材流れによる流動振動によって引き起こされるものであり，摩耗進行

予測曲線より，内面摩耗及び外面摩耗の摩耗寿命は，フランジ摩耗よりも長い結果となって

いることから，サーマルスリーブの摩耗はフランジ摩耗で代表して管理する。なお，解説 4-

1 及び解説 4-2 に記載のサーマルスリーブの予防保全及び取替えを実施したとしても，フラ

ンジ摩耗の代表性に変更はない。 

また，付録 Aに記載したとおり，海外プラントではフランジ摩耗により制御棒挿入不可と

なった事例があるが，内面摩耗及び外面摩耗により制御棒挿入不可となった事例はなく，内

面摩耗及び外面摩耗が安全機能に与える影響は小さいと評価している。 
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図 B-1 内面摩耗の摩耗進行予測曲線 

 

 

図 B-2 外面摩耗の摩耗進行予測曲線 
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図 B-3 フランジ摩耗の摩耗進行予測曲線（摩耗比率 1：0） 
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付録 C サーマルスリーブ下降量の定義 

フランジ摩耗の進行に伴いサーマルスリーブフランジ部が下面から摩耗すると，図 C-1に

示すようにサーマルスリーブが下降するとともに，サーマルスリーブフランジ部下面近傍

の厚さが薄くなり，地震や流体等による荷重がサーマルスリーブに作用した場合，サーマル

スリーブフランジ部の根本付近で破断又は亀裂が生じる可能性がある。したがって，フラン

ジ摩耗を管理する必要がある。 

フランジ摩耗の管理に当たっては，サーマルスリーブ下降量を定義し，摩耗量を評価する。

サーマルスリーブ下降量は，図 C-2 に示すように，サーマルスリーブと蓋用管台の摩耗高さ

を足し合わせた長さと定義する。 

 

 

図 C-1 サーマルスリーブ下降量 
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図 C-2 サーマルスリーブ下降量とフランジ摩耗の関係 
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付録 D サーマルスリーブの管理下降量の設定 

サーマルスリーブの管理下降量の検討においては，運転中にサーマルスリーブが破断に

より損傷することを防止するため，摩耗進行によりサーマルスリーブフランジ部の厚さが

減少することを想定し，サーマルスリーブ下降量をパラメータとした場合の摩耗部に生じ

る応力を求め，地震荷重による強度評価，流体荷重及び RCP から原子炉容器上蓋に伝播する

機械振動による荷重（以後，RCP 荷重と称す）を考慮した強度評価の観点からその応力が許

容値を超える際のサーマルスリーブ下降量を算出する※。地震荷重による強度評価（詳細）

を付録 D-1 に，流体荷重及び RCP 荷重による強度評価（詳細）を付録 D-2 に示す。 

なお，管理下降量は，サーマルスリーブフランジ部の厚さを考慮して設定するため，サー

マルスリーブフランジ部と蓋用管台との間の摩耗比率に依存する。ここでは摩耗比率 1：1

と 1：0（サーマルスリーブフランジ部のみが摩耗する条件）を考慮する。図 C-2 に示す通

りサーマルスリーブ下降量はサーマルスリーブフランジ部と蓋用管台の摩耗高さの和とな

るが，摩耗比率 1：0では，蓋用管台は摩耗しないことを想定しており，蓋用管台が摩耗す

ることを想定した条件（摩耗比率 1：0以外）よりも小さいサーマルスリーブ下降量でサー

マルスリーブフランジ部の応力が許容値を超えるため，保守的な条件となる。摩耗比率は，

今後知見の拡充に伴い見直すことができる。 

管理下降量は，地震荷重による強度評価あるいは流体荷重及び RCP 荷重による強度評価

で算出されるサーマルスリーブ下降量のうち小さいもの（地震荷重による強度評価による

管理下降量）を保守的に採用し，サーマルスリーブ下降量 59mm(摩耗比率 1：1)，29.5mm(摩

耗比率 1：0)とする。 

また，内面摩耗及び外面摩耗の許容摩耗深さについては管理下降量と同様の方法で算出

しており，内面摩耗及び外面摩耗の許容摩耗深さの詳細については付録 D-3 に示す。 

 

※標準型 2ループプラントを除く。標準型 2ループプラントの取扱いは付録 D-4 を参照。 
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付録 D-1 サーマルスリーブフランジ部の地震荷重による強度評価 

地震荷重による強度評価によりサーマルスリーブフランジ部の管理下降量を算出した。

概要は次の通りである。 

地震荷重による地震応答解析を実施してサーマルスリーブフランジ部の部材力を算出

し，FEM 解析を用いてサーマルスリーブフランジ部の応力評価を実施した。サーマルスリ

ーブフランジ部の応力が許容応力に到達するサーマルスリーブ下降量から管理下降量を求

めた。 

 

（1）地震応答解析 

地震応答解析モデルを作成し，地震荷重による地震応答解析を実施することで，サーマ

ルスリーブフランジ部の部材力を算出した。地震応答解析モデルを図 D-1 に示す。地震荷

重は国内プラントにおける地震条件について，CRDM の応答解析の入力となるオペレーショ

ンフロア位置の FRSを全包絡した FRS から応答解析の入力を設定した。 
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図 D-1 地震応答解析モデル 

 

地震応答解析結果より求めた，サーマルスリーブフランジ部の部材力を表 D-1 に示す。 

 

表 D-1 地震荷重により発生する部材力の算出結果 

部位 モーメント（Nm） せん断荷重（N） 

サーマルスリーブ

フランジ部 
1.3×103 3.6×103 
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（2）応力解析 

（1）で求めた部材力より，サーマルスリーブフランジ部の応力解析を実施した。水平

方向の地震荷重に対し，サーマルスリーブフランジ部内面にテーパがあるため，水平方向

断面とは異なる位置で応力が最大となる可能性がある。そのため，FEM 解析により，水平

方向に単位荷重を作用させた場合のサーマルスリーブフランジ部近傍の応力を求め，応力

が最大となる断面位置を確認した。 

FEM 解析では，図 D-2 に示すように，サーマルスリーブの形状を模擬した 3D ソリッドモ

デルを作成し，サーマルスリーブ下端部に単位荷重を作用させた場合のサーマルスリーブ

フランジ部に発生する応力を求めた。 

なお，フランジ摩耗の進行（サーマルスリーブ下降量の増加）に伴いサーマルスリーブ

フランジ部の下面位置が上昇し，サーマルスリーブフランジ部の最小厚さが減少するた

め，サーマルスリーブフランジ部の応力はサーマルスリーブ下降量の増加に伴い変化す

る。このため，サーマルスリーブ下降量をパラメータとした複数の FEM 解析モデルを作成

し，サーマルスリーブフランジ部の応力を算出した。なお，摩耗比率 1：0の場合は，蓋

用管台の摩耗量が 0となることから,摩耗比率 1：1の場合の半分のサーマルスリーブ下降

量で同等の応力が生じる。 

図 D-3 に示すように，サーマルスリーブフランジ部では水平方向断面及び最小厚さ断面

とは異なる断面で最大応力が発生することを確認した。このため，管理下降量の算出に際

しては，上記の FEM解析結果より，サーマルスリーブフランジ部の最大応力と，部材力の

うちモーメントとの比率※（以後，換算係数と称す）を求め，換算係数を表 D-1 のモーメ

ントに乗じることでサーマルスリーブフランジ部の応力を算出した。 

換算係数は，サーマルスリーブ下降量に応じて変化するため，FEM 解析を実施していな

いサーマルスリーブ下降量に対する換算係数は線形補間により求めた。サーマルスリーブ

下降量に対する換算係数をまとめた結果を図 D-4 に示す。 

 

※FEM 解析結果ではサーマルスリーブフランジ部の応力に対してモーメントによる曲げ応

力が支配的であり，換算係数を算出する上では部材力のうちモーメントを代表とした。 
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図 D-2 サーマルスリーブフランジ部の応力確認のための FEM 解析モデル 
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図 D-3 サーマルスリーブフランジ部の FEM 解析結果 

（応力分布，サーマルスリーブ下降量 43mm） 

  

最大応力発生断面 

最小厚さ断面 

水平方向断面 
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図 D-4 サーマルスリーブ下降量に対する応力の換算係数 

（上図：摩耗比率 1：1，下図：摩耗比率 1：0） 

  

一次一般膜応力 

一次膜＋一次曲げ応力 

一次一般膜応力 

一次膜＋一次曲げ応力 
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（3）管理下降量の算出 

表 D-1 のサーマルスリーブフランジ部の部材力を図 D-4の換算係数に乗じることで，サ

ーマルスリーブフランジ部に発生する応力を求め，許容応力に到達するサーマルスリーブ

下降量を算出した結果を表 D-2 に示す。表 D-2 より管理下降量を求めると，一次一般膜応

力，一次膜＋一次曲げ応力の評価ともサーマルスリーブ下降量 59mm(摩耗比率 1：1)，

29.5mm(摩耗比率 1：0)となる。 

 

表 D-2 サーマルスリーブフランジ部の地震荷重による強度評価結果※ 

 摩耗比率 1：1 摩耗比率 1：0 

一
次

一
般

膜
応

力
 

  

一
次

膜
＋

一
次

曲
げ

応
力
 

※サーマルスリーブフランジ部内側のテーパにより，サーマルスリーブフランジ部の下端

がテーパに差し掛かるまで摩耗が進行するとサーマルスリーブフランジ部の水平方向厚

さは減少し始める。このため，サーマルスリーブフランジ部の応力はあるサーマルスリ

ーブ下降量から急激に増加する傾向となる。 
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付録 D-2 サーマルスリーブフランジ部の流体荷重及び RCP 荷重による強度評価 

流体荷重及び RCP 荷重による強度評価によりサーマルスリーブフランジ部の管理下降量

を算出した。概要は次の通りである。 

流体荷重及び RCP 荷重による振動応答解析を実施してサーマルスリーブフランジ部の部

材力を算出し，FEM解析を用いてサーマルスリーブフランジ部の応力評価を実施した。サ

ーマルスリーブフランジ部の応力が許容応力に到達するサーマルスリーブ下降量から管理

下降量を求めた。 

なお，流体荷重及び RCP 荷重による強度評価は一次応力評価よりも厳しい疲労評価で代

表した。 

 

（1）頂部プレナム CFD 解析 

頂部バイパス流量が大きく流体荷重が大きいと考えられる実機プラント（標準型 4 ルー

ププラント）の通常運転時の条件を模擬した頂部プレナム CFD 解析により，サーマルスリー

ブに作用する流体荷重を算出した。解析範囲を図 D-5 に示す。解析結果（流速分布）を図 D-

6 に示す。 

 

 

図 D-5 解析範囲 

 

熱電対引出管支持柱 
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図 D-6 CFD 解析結果（流速分布） 

 

（2）RCP 荷重の算出 

サーマルスリーブに作用する外力として通常運転時の RCP 荷重を設定した。RCP 荷重は，

実機プラント（標準型 4ループプラント）において原子炉容器上蓋で計測しているルースパ

ーツモニタの加速度データを振動変位に変換することで算出した。 
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（3）振動応答解析 

図 D-1 の地震応答解析モデルをもとに，サーマルスリーブフランジ部の接触状況を模擬

できるように接触条件を変更することで振動応答解析モデルを作成し，通常運転時に作用

する流体荷重及び RCP 荷重に対する振動応答解析を実施することで，サーマルスリーブフ

ランジ部の部材力を算出した。なお，振動応答解析において流体荷重はサーマルスリーブに，

RCP 荷重は蓋用管台に入力した。 

振動応答解析結果より求めた，サーマルスリーブフランジ部の部材力を表 D-3 に示す。 

 

表 D-3 流体荷重及び RCP 荷重により発生する部材力の算出結果 

部位 モーメント（Nm） せん断荷重（N） 

サーマルスリーブ

フランジ部 
3.4 25 

 

（4）応力解析 

（3）で求めた部材力より，サーマルスリーブフランジ部の応力解析を実施した。水平

方向の流体及び RCP荷重に対し，サーマルスリーブフランジ部内面にテーパがあるため，

水平方向断面とは異なる位置で応力が最大となる可能性がある。そのため，付録 D-1 に記

載の FEM 解析により，応力が最大となる断面位置を確認した。 

FEM 解析結果より，サーマルスリーブフランジ部では水平方向断面及び最小厚さ断面と

は異なる断面で最大応力が発生することを確認した。このため，管理下降量の算出に際し

ては，付録 D-1 で FEM 解析より求めた換算係数（図 D-4）を表 D-3 のモーメントに乗じる

ことでサーマルスリーブ下降量に対応したサーマルスリーブフランジ部の応力を算出し

た。なお，疲労評価に用いるピーク応力は一次膜＋一次曲げ応力に，応力集中係数：5を

乗じて算出した。 

 

（5）管理下降量の算出 

表 D-3 のサーマルスリーブフランジ部の部材力を図 D-4 の換算係数に乗じることで，サ

ーマルスリーブフランジ部に発生するピーク応力を求め，疲労限に到達するサーマルスリ

ーブ下降量から管理下降量を算出した結果を表 D-4 に示す。表 D-4 より管理下降量を求め

ると，サーマルスリーブ下降量 65mm(摩耗比率 1：1)，32.5mm(摩耗比率 1：0)となる。 
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表 D-4 流体荷重及び RCP 荷重による強度評価結果※ 

摩耗比率 1：1 摩耗比率 1：0 

  

※サーマルスリーブフランジ部内側のテーパにより，サーマルスリーブフランジ部の下端

がテーパに差し掛かるまで摩耗が進行するとサーマルスリーブフランジ部の水平方向厚

さは減少し始める。このため，サーマルスリーブフランジ部の応力はあるサーマルスリ

ーブ下降量から急激に増加する傾向となる。 
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付録 D-3 内面摩耗及び外面摩耗に対する評価 

内面摩耗及び外面摩耗についても，サーマルスリーブフランジ部と同様に地震荷重によ

る強度評価と流体荷重及び RCP 荷重による強度評価によりサーマルスリーブが破断する際

の許容摩耗深さを求めた。地震荷重による強度評価に用いる部材力は付録 D-1（1）の地震

応答解析より，表 D-5 に示す通り求めた。流体荷重及び RCP 荷重による強度評価に用いる

部材力は付録 D-2（3）の振動応答解析より，表 D-6 に示す通り求めた。 

 

表 D-5 地震荷重により発生する部材力の算出結果 

部位 モーメント（Nm） せん断荷重（N） 

サーマルスリーブ

下端 

（内面摩耗） 

2.9×10-1 5.9×102 

蓋用管台下端 

（外面摩耗） 
1.1×103 1.6×103 

 

表 D-6 流体荷重及び RCP 荷重により発生する部材力の算出結果 

部位 モーメント（Nm） せん断荷重（N） 

サーマルスリーブ

下端 

（内面摩耗） 

3.8×10-3 8.6 

蓋用管台下端 

（外面摩耗） 
6.9 11 

 

評価に当たっては，図 A-3 及び図 A-4 に示す通り外面摩耗及び内面摩耗によってサーマ

ルスリーブの厚さが減少することを想定した。なお，外面摩耗の地震荷重による強度評価

については，サーマルスリーブに生じる荷重がモーメント支配であり，曲げ応力が厳しい

と考えられることから，一次膜＋一次曲げ応力について評価した。流体荷重及び RCP 荷重

による強度評価については，一次応力評価よりも厳しい疲労評価で代表した。 

サーマルスリーブが破断する際の厚さ（最小厚さ）の評価結果を表 D-7 に示す。最小厚

さより許容摩耗深さを求め，地震荷重による強度評価結果と流体荷重及び RCP 荷重による

強度評価結果により求められる許容摩耗深さのうち小さいものを保守的に採用すると，内

面摩耗については 1.2mm（流体荷重及び RCP 荷重による強度評価による許容摩耗深さ），外

面摩耗については 3.5mm（地震荷重による強度評価による許容摩耗深さ）となる。 
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表 D-7 地震荷重による強度評価並びに流体荷重及び RCP 荷重による強度評価結果 

（内面・外面摩耗） 

 内面摩耗 外面摩耗 

地
震

荷
重

に
よ

る
強

度
評

価
 

  

流
体

荷
重

及
び

RC
P
荷
重
 

に
よ

る
強

度
評

価
 

  

※小数点第 1位まで切り上げ，最小厚さを 0.1mm とする。 

  

厚さ(mm) 厚さ(mm) 

厚さ(mm) 厚さ(mm) 
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付録 D-4 標準型 2ループプラントの取扱い 

サーマルスリーブフランジ部の破断を想定した管理下降量 29.5mm に対して，標準型 2ル

ーププラントの初期状態におけるサーマルスリーブ口金下端が制御棒クラスタ案内管に到

達するまでの距離は，製作公差を考慮すると約 22.5mm であり，摩耗によりサーマルスリー

ブフランジ部が破断する前にサーマルスリーブ口金下端が制御棒クラスタ案内管に接触す

る（図 D-7）。サーマルスリーブ口金下端が制御棒クラスタ案内管に接触した場合，制御棒

の挿入時間に影響を与える可能性があるため，サーマルスリーブ口金下端が制御棒クラス

タ案内管に接触する前に点検や予防保全及び補修を実施する必要がある。したがって，標準

型 2ループプラントはグループ 2とするが，管理下降量は 22.5mm とし，標準型 2ループの

初回点検は，この管理下降量をもとに設定する。 

 

 

図 D-7 標準型 2ループプラントにおけるサーマルスリーブと 

制御棒クラスタ案内管の位置関係 
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付録 E プラントのグループ化 

頂部バイパス流量は，プラント毎にそれぞれ異なる。評価に当たっては，頂部バイパス流

量が摩耗量に大きく影響することから，頂部バイパス流量によって，グループ 1とグループ

2 に分類する（表 E-1）。現状知見では，頂部バイパス流量が大きいグループ 1 のプラント

（標準型 4ループプラント）で相対的に摩耗量が大きいことが推定される。 

 

表 E-1 プラントのグループ化 

 グループ 1 グループ 2 

ループ数 標準型 4ループ 標準型 3ループ 初期型 3ループ 標準型 2ループ 

頂部バイ

パス流量 

1.6% 0.7% 0.2% 0.4%～0.9% 

対象プラ

ント 

大飯 3号機 

大飯 4号機 

玄海 3号機 

玄海 4号機 

敦賀 2号機 

高浜 3号機 

高浜 4号機 

伊方 3号機 

川内 1号機 

川内 2号機 

泊 3号機 

美浜 3号機 

高浜 1号機 

高浜 2号機 

泊 1号機 

泊 2号機 
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付録 F 点検方法例 

サーマルスリーブ下降量の点検方法は，レーザー計測等によって，蓋用管台下端からサー

マルスリーブ口金下端までの寸法を計測し，サーマルスリーブ下降量を下式により算出す

る(図 F-1)。 

 

サーマルスリーブ下降量＝計測値－設計値 

 

 

図 F-1 サーマルスリーブ下降量の算出方法 
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付録 G 摩耗進行予測の詳細 

摩耗量を評価する一般式として Archard の式があり，以下のような式で表される（解説

2-4）。 

 

[摩耗量]＝[比摩耗量]×[ワークレート]×[時間] 

 

上式から，ワークレートが一定であれば，摩耗量は時間に比例することが分かる。一方，

フランジ摩耗はサーマルスリーブ下降量で管理するため，摩耗量と時間の関係をサーマル

スリーブ下降量と時間の関係で表す必要がある。サーマルスリーブの幾何学的な形状から，

摩耗量とサーマルスリーブ下降量の関係を求め，実機の点検データ（運転時間，サーマルス

リーブ下降量）にフィッティングさせることにより，摩耗進行予測を行う。 

以上の関係は，サーマルスリーブの形状で決まるので，ワークレートの値そのものは未知

であっても，サーマルスリーブ下降量と時間の関係を導くことができる。 
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付録 G-1 プラントグループ 1の摩耗進行予測 

プラントグループ 1 の点検実施済プラントの点検結果を反映した摩耗進行予測を図 G-1

に示す。 

 

 

図 G-1 プラントグループ 1の摩耗進行予測 
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付録 H 点検結果のフィードバック方法 

1. 摩耗進行予測と点検周期 

サーマルスリーブの点検を行い，サーマルスリーブ下降量の点検データと摩耗進行予

測曲線からサーマルスリーブ下降量が管理下降量に達するまでの時間を算出する（図 H-

1）。 

 

 

 

図 H-1 グループ毎の摩耗進行予測曲線イメージ 

 

2. 次回点検時期の設定 

点検結果を用いて摩耗進行予測を行い，サーマルスリーブ下降量が管理下降量に達す

るまでに次回点検時期を設定する。同一グループで摩耗が明らかに先行している他プラ

ントの点検で点検時期を代行して設定することも可能とする。 

 

3. 点検時期の設定の見直し 

点検による知見の蓄積により，定量的な評価が可能になった場合は，点検時期の設定の

見直しをすることができる。例えば，管理下降量については実際の摩耗量を考慮した下降

量とすることができる。また，管理下降量に達するまでに設定する点検時期の裕度につい

て見直しを図ることができる。

①初回点検 

各プラントにおける定期検査予定を勘案

し，グループ毎に適宜初回点検を実施す

る。 

②暫定的な摩耗進行予測 

グループ毎にサーマルスリーブ下降量の

点検データに基づく摩耗進行予測曲線を

作成し，摩耗進行予測を行う。 
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付録 I 点検周期 

1. 次回点検までの期間 

次回点検までの期間の設定は，最新の点検結果を反映した摩耗進行予測が，管理下降量

に達する運転時間までに定期検査計画を考慮して設定する。 

 

2. 未点検のプラントの扱い 

未点検のプラントは，先行点検プラントのサーマルスリーブ下降量（付録 G）を基準に

摩耗進行予測を設定する。 

同一グループ内で他のプラントの点検結果がある場合（グループ 1）は，そのプラント

の初回点検結果から設定される 2 回目の点検時期を目途に，定期検査計画を考慮して初

回点検を行う。 

点検実績のないグループ（グループ 2）のプラントについては，点検実績のあるグルー

プ（グループ 1）の初回点検結果から設定される 2回目の点検時期を目途に，定期検査計

画を考慮して初回点検を行う。 
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用語一覧表 

 

CFD 数値流体力学（Computational Fluid Dynamics） 

CRDM 制御棒駆動装置（Control Rod Drive Mechanism） 

EFPY 定格負荷相当年数（Effective Full Power Year） 

FEM 有限要素法（Finite Element Method） 

FRS 床応答スペクトル（Floor Response Spectrum） 

PWR 加圧水型原子力発電所（Pressurized Water Reactor） 

RCP  1 次冷却材ポンプ（Reactor Coolant Pump） 

 

 

参考資料 1 



PWR 炉内構造物等点検評価ガイドライン[原子炉容器蓋用管台サーマルスリーブ]の概要 
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1．基本的な考え方 

本ガイドラインは，加圧水型原子力発電所（PWR）のサーマルスリーブ(図 1)に想定される摩耗に対し，

点検，評価及び予防保全等の指針を示すものである。サーマルスリーブの機能，想定劣化事象は次の通り。 

 サーマルスリーブの機能：制御棒駆動軸の案内，炉内の1次冷却材流れに対する制御棒駆動軸の保護，

蓋用管台に対する熱遮蔽(蓋用管台内への 1 次冷却材流入抑制，熱応力緩和) 

 想定劣化事象：流動振動によるサーマルスリーブフランジ部の摩耗（以後,フランジ摩耗と称す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 点検及び評価 

2.1 点検対象 

点検対象は，サーマルスリーブフランジ部とし，サーマルスリーブ下降量を計測する。点検対象本数は,

サーマルスリーブ全数とする。 

 

2.2 点検方法 

点検方法は，蓋用管台下端からサーマルスリーブ口金下端までの寸法を計測し(図 1)，サーマルスリー

ブ下降量を特定できる方法とする。 

 

2.3 点検時期 

点検時期は，点検結果を基に予測したサーマルスリーブ下降量(図 2)が，サーマルスリーブフランジ部

が破断するサーマルスリーブ下降量から定めた管理基準（管理下降量）に達すると予測される時期までに

行う。なお，頂部バイパス流量に応じてプラントをグループ化したうえで，グループ毎にフランジ摩耗を

管理する（表 1）。 

 

Gr. プラント 
頂部バイパス 

流量 

1 大飯 3/4 号機 

玄海 3/4 号機 

敦賀 2号機 

1.6% 

2 高浜 3/4 号機 

伊方 3号機 

川内 1/2 号機 

泊 3 号機 

0.7% 

美浜 3号機 

高浜 1/2 号機 

0.2% 

泊 1/2 号機 0.4%～0.9% 

 

2.4 評価 

点検の結果，次回点検までの摩耗進行予測が管理下降量以下になるように点検周期を設定できる場合は，

次回点検まで継続使用することができる。 

次回点検までの摩耗進行予測が管理下降量以下となるよう点検周期を設定できない場合は，試験的手法

又は解析等の詳細評価を行い，次回点検までサーマルスリーブの機能が維持できることを示すか，当該サ

ーマルスリーブの取替え又は予防保全を実施する。 

 

 

3. 予防保全及び取替え 

摩耗進行が管理下降量に達する前に，以下の予防 

保全又は取替えを実施する。サーマル 

スリーブの点検，評価及び予防保全のフローを 

図 3 に示す。 

 

(1)予防保全 

サーマルスリーブを蓋用管台に対して固定し，摩耗 

進行を防止する。 

 

(2)取替え 

サーマルスリーブ単体若しくは周辺機器を含めた取替 

え又はサーマルスリーブを含めた原子炉容器上蓋の 

取替えを実施する。取替え後の点検周期は，取替え後 

のサーマルスリーブの仕様に基づいて定める。 
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初回点検実施 

Yes* 

 詳細評価で次回点検まで 

機能維持可能か? 

次回点検までに 

管理下降量を超えない 

点検周期設定 

可能か? 

摩耗進行予測 

点検 

管理下降量の設定 

No* 

Yes* 

No 

予防保全又は取替え 

*予防保全又は取替えを選択することも可能 

図 3 サーマルスリーブの点検，評価及び予防保全のフロー 

図 1 サーマルスリーブ構造及びフランジ摩耗概略図 

サーマルスリーブ 

（フランジ部） 

蓋用管台 

サーマルスリーブ 

（口金） 

サーマルスリーブ 

（一般部） 

サーマルスリーブ 

（振れ止め金具） 

サーマルスリーブ下降量 

摩耗部位 

（サーマルスリーブ 

フランジ部） 

摩耗部位 

（蓋用管台） 

図 2 プラントグループ 1の摩耗進行予測 

表 1 プラントのグループ化 
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